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家 畜 と 社 会

ーイギリスの場合とフランスの場合――_

湯 村 武 人

(-) 

家畜と社会の関連は，農業や農村の歴史を研

究する者， とりわけ，イギリスとフランスの農

業発達史の違いを考究する者に，多くの，極め

て重要な，かつまた極めて興味深い，問題を提

示する。以下は，まだまだ組織的なものとは決

して言えないが，かねてフランス近代農業史の

研究と取組んでいる私が，折にふれて書き留め

ておいた覚え書の整理である。

X X X 

最初に取上げねばならぬのは，フランソワ・

ケネーの，有名な『小作人（経済学）』（Fer-

miers, Econ. polit.,) （島津亮ニ・菱山泉共

訳，ケネー全集，第二巻，有斐閣，昭和 27年）

であろう。衆知のように，これは有名な『百科

全書』（第6巻， 1756年）に収録されているも

のだが，その論説の大半をあげて，馬による耕

作と牛による耕作の得失を論じている。主要な

個所を転記すると，次の如くである。

「普通， 土地は馬を使う小作人 <fermier►

か，牛を使う分益小作人 <metayer► によって

耕される。どうやら馬の使用と牛の使用とは同

じように有利であるとは思われていないようで

ある。耕作者自身に尋ねてみれば，それらの優

劣が，彼等の地方に支配的な耕作の種類によっ

てきめられていることを発見するであろう。而

して，それらを評価し比較するためには，牛馬

双方の利・不利が彼等によく知られることが必

要なように思われるが，実際にはこの検証は彼

等には無意味である。何故かというと，やむな

＜牛を使って耕作しなければならないという理

由そのものが，馬で耕することを許さないから

である。

ただ富める小作人だけが土地を耕すために馬

を使うことができるのである。馬 4頭立の梨を

以て耕作を始める小作人は，最初の収穫を得る

前に巨額の支出をなさねばならない。即ち小麦

を蒔くべき土地を 1年間耕し，作付後翌年の 8

月にならなければ収穫できない。つまりこのよ

うにして約 2年もの間その労働と支出との果実

を待つのである。彼に必要な馬やその他の家畜

の経費を支出し，土地に種子をまくために穀物

を提供し，馬に飼料を与え，その上，使用人の

給料と食糧とを支払うのである。即ち最初の 2

年間に，馬4頭立の型を以て耕しうる 1区画を

耕作するために前払すべき支出は，みんなで1

万乃至1万2千リーヴルと見積られる。それ

故， 2乃至 3台の梨を使うために 2万乃至 3万

リーヴルの支出がいるのである。

このような創設をなしうる小作人がいない地

方では，地主は自分の土地から何らかの収益を

ひき出すために，収穫物の半分をとるという契

約で，農夫に牛を使用させて耕作させるより他

には何らの方法もないのである。この種の耕作

は，分益小作人の側にとっては，ごく僅少なる
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経費を要するにすぎない。即ち地主は彼に牛と

種子を与え，牛は働いた後牧場へ飼料を喰べに

ゆくので，分益小作人としての全経費は，耕作

用具と最初の収穫時期迄の生活資料用の支出と

に帰着する。」1)

「牛の労働は馬の労働よりもはるかに遅い。

そのうえ牛は，飼料を食うために牧場で多くの

時間を費消する。これがためにこそ， 4頭の馬

によって耕しうる地域で通常 12頭の牛， 時と

しては18頭も用いられるのである。……

世間では牛の方が馬よりも力が強く，牛は馬

が耕しえないような堅い土地を耕すために必要

不可欠なものだと思われている。しかしかかる

偏見は経験に一致しないのである。車による運

搬において，馬6頭は6千斤から 7千斤をひく

のに，牛6頭は 2千斤から 3千斤をひくにすぎ

ないのである。

牛は山地に於ては馬よりねばり強いが，馬よ

りも弱い力でひくのである。悪い道で車を運搬

するには，牛を使う方が馬よりもよくひくよう

に思われている。しかし牛にひかせる積荷が軽

いので，車輪が柔い土の中に深くめりこまない

だけである。それ故このことから牛は馬よりも

牽引力が強いように思われるのである。実際，

馬は土質が柔いと， しっかりつっぱることがで

きないのである。」2)

「しかし，ここに考察すべきもう 1つの対象

がある，飼料がこれである。……

馬で耕される土地は，三圃式輪作法がとられ

る。即ち土地の 3分の 1は小麦がまかれ，他の

3分の 1は燕麦と冬期後にまかれる穀物とがま

かれ，残りの 3分の 1は休耕地とせられる。牛

によって耕される土地は，二圃式輪作法がとら

1) 邦訳『ケネー全集』第二巻， pp.2ー 3
2) 前出『ケネー全集」第二巻， pp.4ー 5

第44巻第4• 5 • 6号

れる。即ちその 2分の 1は小麦がまかれ，残り

半分は休耕地とされるのである。燕麦やその他

の三月穀物〔春蒔穀物〕は殆どまかれない。何

故なら牛の飼料には之を必要としないからであ

る。同じアルパンの土地が6年間に小麦を 3回

収穫し，交互に 3年づつ休耕されるのである。

それに反して，馬耕によると，同じアルパンの

土地が6年間に小麦を 2回しか収穫しない。だ

がその他に三月穀物の収穫を2回あげ， 6年間

のうち僅か3年しか休耕されないのである。…

しかしながら， 3年に 1回だけ小麦がまかれ

る同じ土地は，同じ耕作で 2年毎に生産する時

よりも多く生産するということも知られてい

る。而してこの余分に生産される収穫は 5分の

1と見積られる。それ故6年間で3収穫で 24

生産すると仮定すれば， 6年間で2収穫では

20生産することになる。だから 2収穫は3収

穫の生産量よりも 6分の 1生産量が少いだけで

ある。

この 6分の 1乃至それ以上の額が馬耕の場合

は容易に償われる。……」3)

X x
 

X 

『小作人』からの上記のような引用は，些か

の補足的な説明も必要としない。その論理は明

快であり，それ以上に何かを付け加えねばなら

ぬとは思えない。然し， B•H ・スリッヘル・

ファン・バート著， 速水融訳， 『西ヨーロッパ

農業発達史』（日本評論社，昭和44年）が， こ

うしたケネーの主張と密接な関連をもつ指摘を

行っているので，関係の個所を参照しておこ

ぅ。ケネーの場合には，上記の引用文も教える

ように，二圃制輪作法と牛耕，三圃制輪作法と

馬耕，という考え方も確かにあるが，どちらか

と言えば，北部フランスの馬耕とその他のフラ

3) 前出『ケネー全集」第二巻， pp.10-12 
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ンス諸地方の牛耕という，謂わば地理学的な対

置が主として考察されていた。然し，このオラ

ンダの農業史家の場合には，ケネーの考え方の

前者，つまり，二圃農法の牛耕から三圃農法の

馬耕への発展という，謂わば歴史学的な対置に

主たる力点をおいた理解になっている。

「三圃農法の採用によってえられるようにな

った収量の多い春蒔きの穀物， とくにオート麦

は，非常に重要なものであった。なぜなら，も

しもオート麦を外部から輸入しなければ，二圃

農法では，馬を維持することはほとんど不可能

であったから。牡牛は少量の食物ですみ，共同

放牧地で飼うことができたが，それは馬には十

分ではなかった。牡牛も，三圃農法で役畜とし

て利用されたが，農民はその機会あるごとに随

意に馬に換えている。かなりのちの時代である

が，例外的にはっきりした事例が， 1790年ごろ

ポワトウで記録されており，そこでは，二圃農

法から三圃農法への転換は，牡牛から馬への切

換えと一致していた。ヒ°エール・マッセ著『ヴ

ァレンヌとその主人たち』， 25頁を参照。」4)

役畜としての家畜の飼育と社会とのこうした

関連に関しては， 1756年の著作である前記の

ケネーのそれよりもほぼ200年も新しい 1954

年の著作であるだけに， B•H ・スリッヘル・

ファン・バートのこの著作は，さらにまた，）レ

フェーヴル・ノエットによる繋駕法発達史の研

究や，とりわけドイツの歴史学界において発達

した村落史の研究等の，複雑に関連し合う諸部

門の研究を集約して，次のように述べることも

出来た。その述べるところの全てが何人をも納

得させるとは限らないだろうが， 兎も角も一

応，大筋としては多くの人々を首肯させるだ

4) B • H・スリッヘル・ファン・バート著， 速水
融訳『西ヨーロッパ農業発達史」， p.75 

ろう。

「居住，耕地形態，農業制度，梨の型，運搬

の5要素を考察すると，ー一居住と耕地形態の

相関関係は別として一―ー，以下はそれぞれ密接

な関係にあるといえる。

(1)固定へら付き梨と，高畝開放耕地

(2)二圃農法と，牛を役畜とすること

(3)三圃農法と，馬を役畜とすること

(4)制規三圃農法（または芝土の施肥による

ライ麦耕作）と，開放耕地

はっきりした年代というにはほど遠いが，農

業の年代記的発展は，以下のように進んだので

あろう。ローマ時代には方形耕地をもつ村落が

あった。この耕地では二圃農法が行なわれてい

た。耕作は，牡牛によって引かれる，へらのな

いく無輪〉梨で行なわれていた。 6世紀ごろ，

すでに雨の多い気候になっていたが，西ヨーロ

ッパの人々は，先史時代の塀をめぐらした耕地

（方形耕地型）から，排水をよくする地条耕作

に転換した。固定したへらをもつ有輪梨の利用

によって， この耕作転換はよりよい結果を生

じ，この梨の利用は，土地をはっきりした畝を

もつ耕地にすくことを可能にした。いまやはじ

めて，渓谷地のような沼沢地帯を耕作すること

が可能になった。 8世紀に，人口密度の高い地

域の人々は， 自由三圃農法に切り換え，このこ

とは，人間の消費のための食料生産を増大させ

ることになった。同じ期間に人口の増大は，他

の人々をして，分散した住居をもつ方形耕地の

形態 (enclosures) における個別的な農業経

営に向かわせた。

10世紀には，改良された馬具の導入をみた。

そしてこれは，馬を梨耕に使用することを可能

にした。三圃農法のおかげで，より多くの馬を

維持するに十分な飼料が確保できるようになっ
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た。 11世紀から 13世紀に至る継続的な人口増

大が可能であったのは，たぶんこのエネルギー

源の増大による。今や一大発展を開始すること

が必要となり，またそれは，そのときになって

はじめて可能となった。ほとんどの地域では，

これは人々の組織化されたグ）レープによって達

成された。新しい定住は，その上に住居をもっ

地条の形態をとった。また水の多い地方では，

街村または堤村の形態をとり，林野地帯では林

地村落になった。 12及び13世紀に，ある地域

では，人口の増大は，耕作地の生産量を増大す

るために，三圃農法の耕作規制をもたらした。

さらに，増大した家畜に対する放牧地の不足が

はじまった。それで休耕地が，家畜に飼料を与

えるために使用されるようになった。」5)

（二）

前節では，馬耕地域としての北部フランスと

牛耕地域としてのその他のフランス諸地方とを

対置した，フランソワ・ケネーの所説をみた。

ビエール・グーベール著， 『1600年から 1730

年にかけてのボーヴェ及びボーヴェジ地方』

(PIERRE. GouBERT, Beauvais et le Beau-

vaisis de 1600 a 1730, Paris, 1960)は，こ
んどはその北部フランスそれ自体の内部におけ

る，馬・牛・羊，とりわけ牛と羊の組み合わせ

の問題について教えてくれる。その中から幾つ

かの興味深い部分を抜粋しよう。

然しまず， 同じボーヴェジ地方とは云って

も，北と南とでは相当に様相が異なり，南部は

北部ほどに厳密な穀物単作地帯ではなかったこ

とを指摘しておかねばならない。南部は，パ

リとのヨリ緊密な結びつきの下にヨリ多様な農

5) 前出『西ヨーロッパ農業発達史」 pp.79ー 80

第 44巻第4• 5 • 6号

業方式をとっており，人々の眼に緑の地域とし

て映っていた。グーベールは，まずこうした点

を 「2つのボーヴェジ地方の景観は異なった

相貌を呈していた。緑の南部に向うにつれて，

牝牛の数が増えて羊が減る。乾燥して殆んど裸

である北部の台地では， ヨリ多くの羊とずっと

ずっと少ない牛」6)，と要約している。
プラトー

「北部の台地地方に牛が欠けていることは驚

くに当らない。このことは良く知られている現

象に属する。豚と同じく，牛もまた，一般に，

稀にしか存在しない雑木林から排除されてい
フエルミェ

る。領主制諸権利の徴収請負人たちだけが，地

方的な慣習法や貸付契約書に規定されている条

件の範囲内で，彼ら自身の家畜をそこに導き入

れる権利を持っている。……ヒ°カルディ地方の

台地の到る処で，小さな草地 (des. pres)や

共有地 (des communaux) の欠除や僅少さ

が，牝牛とその子供たちを豊富に飼育する一切

の可能性を奪った。」”

「殆んど全ての北部フランスと同様に，ボー

ヴェジ地方は，耕転や牽引のための牛の利用を

知らない。ノルマンディ地方とは反対に，この

地方は肥育を全く行なわなかった。この点に関

しては，あれほど絶対的なボギヨンの貴重な証

言が，少し時代は遅れてだが登場できる。その

日付は 1716年である。けれども， 如何なる財

産目録も，如何なる税率重課への異議申立て記

録8) も，われわれに草を喰んでいる牛を提示し

はしない。ボーヴェの肉屋が購入する牛はその

全部がノルマンディから運ばれて来た。ラブル

ール (laboureurs)の資格を示す条件になっ

6) グーベール，前出書， p.110 
7) グーベール，前出書， p.107 
8) 原語は surtauxであるが， これは opposi-
tions en surtauxの略であろう。グーベールは
文献紹介の個所で「農民の状態を知るための第一
級の史料」と述べている。
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ている 1組の馬は，第2耕圃で飼われた。すな

わち，燕麦と，とりわけく丸い穀物► (ronds 

grains)，つまり叩かれたり叩かれなかったり

の豆類（黒えんどうと矢筈えんどうの混合物，

からすのえんどう， レンズ豆）とが，麦藁に補

なわれて，馬の飼料の最も実質的な部分を構成

していた。馬は穀物経済に適応した。穀物経済

では，馬の飼料は明確な場所を占めており，人

間の食物を窮屈にすることはなかったから。」9)

「ボーヴェジ地方の北部は， ピ 力）レディ地方

の全域と同様に，麦の地方であると同時に羊の

地方である。……1759年に， ブランクール村

には 43頭の牝牛しか， そしてメラングル村に

は 66頭の牝牛しか数えられなかった。 この 2

つの村は，殆んど同じ頭数の， すなわち 33頭

と54頭の馬をもっていたが，羊は 900頭に近

い。次の章の末尾に列挙しておいた農民所有の

家畜数の事例の中にも，同じような性質の数字

を見出せるだろう。多くの裕福なラブルールが

馬より少ない数の牝牛しか所有していない。け

れども， その大部分が数十頭の羊を飼ってい

る。」10)

「ボーヴェジ地方， ピ カルディ地方， その他

多くの地方において，牛と羊というこうした 2

つの大きな家畜種類は，疑いもなく， しばしば

分離され，そのそれぞれの放牧場所を区別され

ていた。そのうえに人々は， 18世紀を通じて，

牛は羊に嫌悪感を抱いていると考えていた。羊

には，刈跡地共同放牧と休閑地とが，而もしば

しば彼らだけに。牛には，鎌で刈取られる草地

(les pres de coupe) と共有地とが，而も専

ら彼らだけに。共有地が沢山あると，かなりに

多数の牝牛。共有地が僅かしかないか全くない

9) グーベール，前出書， p.106 
10) グーベール，前出書， p.105 

と，極めて僅かの牝牛。 （したがって）殆んど

が穀物の単作に捧げられるヒ゜カルディ台地は，

羊にしか適合しない。事実牛たちの重い蹄

は， 一度は聖レミ祭11) に耕やされ， 三月末に

もう一度耕やして杷でならされる休閑地を，捏

ねまわしてしまうだろう。

こうした区別は各地の慣習法に記載されてい

る。アミアンの慣習法の作成者たちが家畜に関

する問題を取上げた時，彼らが考えたのは羊で

ある。その 209条は，羊どもに共有の沼地の利

用を禁じている。 200条は，若い，ないしは新

らしい雑木林の利用を。 208条は，四季を通じ

ての刈取り牧草地 (pres)の利用を。なぜな

ら， 羊の立入った後では， くもはや草が生えな

ぃ〉から，とウー (Heu) はその注釈書で付け

加えている。 2世紀後で，ソンジョンの陳情書

は，羊のく呼息と歯〉はく一種のペスト〉の役

割を果すと宣告している。……

逆に，落穂拾い期の終りと 10月の耕起とを

分つ数週間を除いて，耕地にはただ1頭の牝牛

も連れ出せない。若干の教区では，慣行がそれ

らの耕地の牛への利用を，年間を通じて禁じて

いる可能性さえある。すべての北部の教区で

は，牛飼や豚飼にではなく，共同の羊飼だけに

しか出会わない。羊飼たちは，数週間にわたっ

て，ー一この光景は幾度も描かれたが一一，ラ

ッパの音で羊群に呼びかけ，羊たちを区域の 1

区画に草喰みに導いていく。彼らは， 1つの村

から他の村域へとその場所を移し，ふざけたり

時としては， すぐに噛みつく犬や， はぐれた

仔羊や，はっきりしない境界，について喧嘩し

合う。草地や共有地をもたない教区の牝牛たち

11) Saint Remi祭とは， 533年に死亡したランス
の大司教の祭日である10月1日と， 772年に死亡
したルーアンの司教 (755年には大司教）の祭日
である 1月19日があり，そのどちらかわからない。
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表 I 図 式 表

農民の型 I所有家屋！所有土地|9闘 所有する家畜（成畜のみ）

I I I 
兼 業

馬 牛 豚 羊

Manouvrier 一(O-部1分) （O-1 h4aha) 極（4めhてa以零m細 (o O) I （Oー12)I le o _ci_ o 2)I le o ~4 12)[機織

Haricotier 1 (4-3h8a ha)I 頻約 4h繁a ない0し11(1-26)| 1(0-1 3)1(5ー880) 農村手工業

Laboureur I 9ha 極ざめまてさま 2 1 3 1 2 1 16 稀人。小麦商
1ないし 2 C 4 -18ha) C 2 -4) C 2 -8) C o -5) C 8ー30)

Gros laboureur-[ I 20ha I I 4 I 5 I 2 ぶ。） 鬱人賞更°偽fermi. er 2ないし 4 (10-40ha) 40ha まで (2-15)(2-12)(0-6)(1 ° 

Fermier-rece- I 1を貸かし0て 稀もる。貸あしてってい 50ない主し 1001 8 I 12 I 5 1(25門 1麦金貸商人し。 小
veur いる ha十領権 C5-16) C 4ー30)C 2 -25) 225) 

は， 1頭ずつ， 2頭ずつ，道路や，生垣や，並

木やに沿ってさまようことで満足するほかはな

い。少くとも 1761年には，耕地が彼ら牛ども

を見ることは決してなかった。」12)

グーベールはなお，同書191頁から 196頁に

かけての 6頁にもにわたって，名前及び居住地

を明示した個々の農民毎に，その所有地や小作

地，馬・牛・豚・羊の別に飼育家畜の頭数，を

明示した「補足表。 1680年頃の農民の状況」

表を掲げている。この表をここにそのまま掲げ

ることは出来ないが，少くとも，この表をグー

ベール自身が集約している「図式表」 (tableau

schematique)だけは， やはり掲げておく必

要があろう（表 I)。なお，「この表は平均では

なく頻度の表である」ことが明示されており，

「土地及び家畜について（ ）内に示されてい

る数字は，観察された両極端の数字を現わす」，

という注が付けられている。

（三）

前節の末尾に掲げておいたグーベールの「図

式表」は，北部フランスの一画を占めるボーヴ

12) グーベール，前出書， pp.108ー109

ェジ地方の農村における農民類型を示すものだ

が，われわれは，そこに表示されている羊の飼

育頭数が，イギリスの近世農村史を学んだ際の

記憶とは違って， 格段に少ないことに気がつ

く。そしてこのことは，実は，ただ単に近世に

おいてのみならず，既に古代や中世においても

認められる， 1つの明白な事実であったようで

ある。

むろん，飼育家畜の具体的な頭数を示すこう

した数字は，イギリスについてもフランスにつ

いても，とりわけ古い時代に関しては，その例

が極めて少ない。それは， 偶々史料に恵まれ

た，極めて稀な事例にすぎない。然し，幸いに

も，前出の B•H ・スリッヘル・ファン・バー

トの『西ヨーロッパ農業発達史』が，そうした

事例の数々を，最近の諸研究の中から丹念に集

めているので，そのフランス及びイギリスに関

する部分のうち，それぞれに最も古い時代にか

かわるものだけを，以下において参照すること

にしよう。

フランスの事例は， 北部フランスのアナッ

ペ（リール市の東方数キロ）， ヴィトリ（ドウ

工市の近傍）， シソワン（リール市の近傍），‘ノ

マン（ドウエ市の東方）に所在する 4つの王領

- 6 -
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表 II 北フランス所在の 4王領地における家畜数 (810年頃）

家 玄日 種 別 I アナッペ l ヴィトリ I シソワン ソマン l 計

牝 馬！| 51 79 

馬 若

駒馬 I 

18 18 

種 3 4 

去 勢 雄 牛 16 20 

牝 牛 50 30 

牛 若 し‘ 牝 牛 20 

当 歳 牛 38 

去勢していない雄牛 3 3 

その他の牛 10 

牝 羊 150 80 

羊 当 歳 羊 200 58 

牡 羊 120 82 

豚 360 250 
そ
牡 豚 5 

の
他 山 羊 63 27 

ろ ば 2 

地におけるカロリング朝時代 (810年頃）の家

畜統計を掲げる P・グリアーソンの論文13)であ

る。イギリスの事例は， 1086年におけるイン

グランドの東部諸州（ノーフォーク，サフォー

ク，工セックス）における農奴保有の家畜頭数

を示すH•C ・ダービィの論文14) である。

まず，前者の教える上記の 4王領地における

家畜数は表IIの如くである。但し， P・グリア

ーソンの原論文（英文）には，牛・馬・羊など

の家畜のほかに家禽数も掲げられているが，煩

雑になるのでその分は省略した。また，この

『西ヨーロッパ農業発達史』（原文はオランダ

語）の邦訳書（その英訳書からの重訳）には，

原論文の牛の欄にある yearlingsを「当歳馬」

としたり， bullsを「去勢牛」とするなどの間

13) GRIERSON, P., The identity of the un-

named fiscs in the "Brevium exempla ad 

describendas res ecclesiasticas et fisca-
cal es", Rev. belge de philologie et d'hist., 

18(1939), 437-61(a) 

14) H. C. DARBY, The Domesday geography 

of Eastern England, 1952, pp. 142, 199, 255 

2 

44 約 30

| 
約 204}

7 約 20 約 63 約 278

2 2 11 

24 24* 

>
6 6* 

8 247 
3 41 

1 7 

5 15 

150 150 
530} 

200 200 658 1,498 

8 100 310 

160 250 1,020 

5 1,280 
41 130 261 

4 
： 

違いがみられるので，そうした点を原論文に拠

って訂正しておいた。但し， 表中※印をつけ

た数字は， 原論文にはそれぞれ tantos及び

tantasとあるのみであるが， この「同数」と

いう意味の表示については，それを「シソワン

と同じ」という意味に解している B•H ・スリ

ッヘル・ファン・バートの処理にそのまま従っ

ておいた。

次に 1086年の東部イングランド（ノーフォ

ーク，サフォーク，工セックス）における農奴

数とその飼育家畜の頭数を示すのが次頁の表皿

である。

表I[から導き出されるフランスでの割合が馬

の約278,牛の 247,羊の 1498,すなわち馬：

牛：羊＝14:12: 74であるのに対して，表皿

から導き出されるイギリスのそれは，馬の

2, 721,牛の 9,227,羊の 129,971,すなわち馬

：牛：羊＝2:7: 92と， イギリスでは圧倒的

に羊の占める割合が大きくなっている。また，

牛に対する羊の倍数を示すと，フランスでは 1

- 7 -
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ーノークフォ サクフォー エスセック 計

農奴 4,683 3,023 4,002 11,707 

馬 1,036 768 917 2,721 

口ノゞ 2 2 26 30 

ラバ 1 1 2 

牛 2,107 3,083 3,768 8,958 

牝牛 23 ， 160 192 

子牛 77 77 

豚 8,074 9,843 13,171 31,008 

羊 46,354 37,522 46,095 129,971 

山羊 3,020 4,343 3,576 10,939 

対6.1だが， イギリスでは 1対14.1である。

表皿東部イングランドにおける農奴と家畜数 には，『ステイプル勅令』 (Ordinanceof the 

Staple)が，羊毛をもってくわがイングランド

王国の至高の財宝〉と呼んでいる。……」15)

むろん，こうした状況をもっと具体的に飼育

頭数の形で示すことは，イギリスの場合にも容

易ではない。然し彼女は，例えば，ウインチェ

スター司教領の直営地には1259年に約 29,000

頭の羊がいたこと，また， 14世紀の初めに，

ウインチェスターの聖スウィシン小修道院は

20,000頭の羊を飼っていたし，さらに 1303年

には，リンカーン伯ヘンリイ・レイシイが

13,400頭の羊を， また， ビーターバラとクロ

ウラの諸修道院は， 合せて16,300頭の羊を飼X X x
 むろん，こうした限られた数の事例から導き

出される結論を，性急に一般化すべきではな

ぃ。そんなことは，わざわざことわるまでもな

いことである。然し，それにも拘わらずこの対

比は，イギリス農村の歴史の中で羊の占めてき

た役割の大きさを間違いなく示している，と躊

躇なしに断定できるだろう。なぜなら，次に掲

げるアイリーン・パゥアー著， 山村延昭訳，

『イギリス中世史における羊毛貿易』（未来社，

1966年）からの引用をみても， イギりス農村

における羊の優位は誰の眼にも明らかだからで

ある。

「イギリス人は，羊毛市場におけるかれらの

準独占的な地位の重要性を，非常に早くから気

付いていた。すでに 12世紀の初期に， ハンテ

ィングドンのヘンリィは，ィングランドの基本

財産の真先に， この地のくもっとも高価な羊

毛〉をおいている。 1297年に， 貴族たちは，

イングランドの羊毛の価値が全領土の価値の半

ばに達すると， 率直にのべている。 1341年に

は，商人たちは，国王に向って，羊毛はかれの

＜貴重な財産〉であるといい，それから 12年後

っていた，などの具体例を挙げている。而も，

当時のイギリスの優れた牧畜地方では，彼女の

推測によると，そうした領主直営農場のそれを

上廻る頭数の羊が農民たちの間でも飼われてい

たようである。

「マートンという牧羊部落を有する南ドマー

ハム村では， 198名の村民が一団で 3,780頭の

羊を所有しており，これにたいし，その領主グ

ラストンベリィ僧院の直営地に所属する羊の群

は570頭であった。ベリックのシャフッベリイ

僧院マナアにおいては，僧院は400頭の羊の群

をもち，その土地保有農民の所有頭数は484頭

であるが， しかしこの村のウイルトン僧院に属

する土地保有農民24人を加算すると， 村民所

有の羊は890頭になる。ティスベリーとウェス

ト・ハッチにおいては， シャフッベリイ僧院の

250頭にたいし，土地保有農民は 1,333頭の羊

をもち，デイントンとテフォントでは，同じ僧

院の有する 378頭にたいし，土地保有農民は

15) アイリーン・パウアー著，山村延昭訳， 『イギ
リス中世史における羊毛貿易』，（未来社， 1966),
25ー 26頁
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1,181頭を所有し，その他全僧院マナアについ

て，これと同じことが見出された。」16)

（四）

ところで，家畜，とりわけ羊の飼育は，その

人間社会とのかかわり合いにおいて，特別の性

格をもっている。これまでにしばしば引用した

B•H ・スリッヘル・ファン・バート著『西ヨ

ーロッパ農業発達史』が，ここでもまた教え

る。

「牧畜業は資本集約的であり，労働粗放的で

ある。この点で耕作農業とはっきりした対照を

なしている。牧畜業者はいつでも貨幣でものを

考え，手持ちの現金をもっていなければならな

い。家畜飼料とその取引きは，費用と販売価格

のためにかなりの頭数を必要とし， そのため

に，強力な企業意識を欠かすことができない。

牧畜業地帯では地代は貨幣で支払われ，耕作地

帯でさえも，小面積の放牧地の地代は貨幣で支

払われたが，他方，耕地の地代は，通例現物で

支払われた。」17)

アイリーン・パウアーの前出論文もまた，次

のように述べている。

「少くとも農業経済の 2つの形態は換金作物

の原理に完全に立脚しており， 自給自足の体系

とは両立することができなかった。すなわちブ

ドウ園経済と牧畜経済とが，それである。ブド

ウ栽培者（そしてその点についてはオリーブ栽

培者も同じことが）や，羊とか牛の飼育者は，

どんな程度であれいやしくも生産するという限

りにおいては，市場向けに生産しなければなら

16) アイリーン・パウアー，前出書， 39ー40頁
17) B. H.スリッヘル・ファン・バート，前出書，
160頁

ない。というのは，こういう人は自分のブドウ

酒や皮革や，あるいは羊毛の一部しか自分では

消費することができないから。しかもかれがそ

れに向けて生産した市場というのが，国際的な

市場であった。というのは，どんな地域でもプ

ドウ酒を需要するし，また毛織物生産とか，な

めし革生産地域の多くは，羊毛や皮革が生産さ

れる場所から遠く離れていたからである。」18)

彼女はまた，次のようにも述べている。

「牧畜社会は，耕作農業の社会とは違った居

住様式， 違った土地保有様式をもつ社会であ

る。その居住様式は，分散的な部落 (ham曇

lets) と，それぞれ独立の附属農地をもつ孤立

農家 (homsteads)である。……その姿は，

農業的イングランドの大村落とは，非常に違っ

ている。こうして牧畜社会の居住様式が違って

いるとすると，同様にしてその農場も違ってい

る。すなわち，その耕地は，その放牧地と較べ

て小さい。 ・・・・・・

牧畜社会は，また，耕夫の社会よりも，定着

性の少ない社会であった。季節的移動家畜群

(transhuman ts)，すなわち地中海沿岸諸国を

移動する大規模な牧牛の群は極端な事例であっ

て，その地域特有の気候条件の産物であった。

しかしわが島国においてさえも，牧羊夫が丘に

夏の小屋をもち，冬には谷に帰ってくる地域が

あったし，また，そういった年ごとの移住が行

なわれない定住地域においてさえも，穀物は地

中に根づくものであり，羊はそうではないとい

う事実によって，生活は支配されたのである。

牧畜社会はまた，より自由な社会であった。

ワーズワースが， 自由の声とは山やまの声だと

いったときには，かれは厳密な経済的観察を行

18) アイリーン・パウアー，前出書， 11頁
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なっていたのである。ここにいう牧羊民の自由 二様式一ーすなわち大規模毛織物生産と大規模

は，アルプスやビレネーの山岳牧場においても 牧羊業とは，それらの内面的性格において，例

っとも著しかった。スイス国はその成果であっ

たし，そのことは，かの注目すべきヒ゜レネーの

村落についても同様であった。……11,3世紀

においては例外的ともいえる自由を著しく表わ

すイングランド諸地域の地図をみることにしよ

ぅ。そうすると，これらの地域が，きわめて広

範に主要な牧羊業地域と一致していることが分

るのである。北部デイン法施行地域のこれら小

ヴァーゲイトと大放牧地とは，自由と行をとも

にする。もっとも注目されるのは，牧畜経済で

は，賦役が貨幣地代と較べて小さな役割しか果

さなかった，ということである。その理由は，

2つあった。 1つは，牧羊業は農業と較べて小

量の労働しか必要としなかった，ということで

あり，そしてもう一つは，牧羊業は領主ばかり

でなく，農民たちにも，現金を保持させるの

で，そのためかれらは，貨幣で地代を支払うこ

とができた， ということである。……

最後に，牧畜社会はマナア的なものがはるか

に少ない社会である。最近のイギリス農業史研

究のすべてに通じる傾向は，マナアよりもむし

ろ，村落や所領の重要性を強調することであっ

た。というのは，両者はともに，そこにはマナ

アがしばしば存在しなかったという意味におい

て，真の経済的実質であったからだ。しかしマ

ナアの重要性は牧畜地域においてもっとも少な

い—ーというよりも，そのアウト・ラインがも

っとも漠然としているといった方がよいかも知

れない。この地域では，ときおり，隣り合った

マナアの羊や牛が広大な放牧地に一緒に住んで

おり，荒地に入り合いながら，諺にいうように

＜角突き合せ〉た。……

こうして，私がこれまで考察してきた経済の

外的なものであった。」19)

X X x
 かくしてわれわれは， マルクスの『資本論』

が次のように云うのをみる時，なぜそうなるの

かという理由の 1つを納得することになろう。

「資本が独立な主導的な力として農業にはい

って行くことは，一度に一般的に起きるのでは

な<, しだいに別々の生産部門で起きて行くの

である。それがまず第1につかまえるのは，本

来の農業ではなくて，牧畜，ことに牧羊のよう

な生産部門である。この牧羊の主要生産物であ

る羊毛は，産業の上昇期に最初は生産価格を越

える市場価格の恒常的な超過分を与え，それが

後にはじめて平均化されるようになるのであ

る。」20)

「資本論」のこの「地代」の章には，他に

も，資本主義的生産様式は「最初はまず特に牧

羊や牧畜で行なわれる」と述べている個所2”が
あるし，上記の引用文の末尾にみた「生産価格

を越える市場価格の恒常的な超過分」という個

所を説明したと思われる次のような指摘もあ

る。

「すでにアダム・スミスも指摘しているよう

に一一そしてそれは彼の功績の 1つであるが

—，畜産では，また一般に，主要生活手段た

とえば穀物の生産のためではなしに土地に投下

されたすべての資本の平均では，まったく別の

価格規定が行なわれる。すなわち，この場合に

は価格は次のことによって規定されている。た

とえば造成牧草地として畜産に利用されるが同

19) アイリーン•パウアー，前出書， 12ー16頁

20) マルクス『資本論』，岡崎次郎訳，国民文庫本，
第8分冊， 309頁

21) 『資本論』，同上書， 109頁
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様にある程度の質の耕地にも転用できるような

土地の生産物の価格は，同質の耕地があげるの

と同じ地代をあげるだけの高さまで上がらなけ

ればならない。ということによって規定されて

いる。つまり，この場合には穀作地の地代が家

畜の価格に規定的にはいるのであって，それだ

からこそ， ラムジが，このようにして地代によ

って，土地所有の経済的表現によって，つまり

土地所有によって，家畜の価格は人為的に高く

されるのだ，と言っているのも正しいのであ

る。」22)

そして， ここに言う「アダム・スミスも指摘

しているように」云々とは， 『諸国民の富』第

1篇，第11章，第1節の次の個所を指す。

「そのうえ，耕作が拡大されるために，荒れ

たままの原野は，屠肉に対する需要を充足しき

れなくなってくる。耕作された土地の大部分

は，家畜の飼育や肥育のために使用されるにち

がいないし， したがってまた家畜の価格も，そ

れを世話するのに必要な労働に対して支払をす

るにたりるばかりではなく，またこのような土

地が耕作に使用されるばあい，地主や農業者が

そこからひきだせるはずの地代や利潤をも支払

うにたりるものでなければならない。はなはだ

しく未耕作な荒地で育成された家畜でも，同一

市場へもたらされれば，その重量または品質に

比例しながら， もっともよく改良された土地で

飼育された家畜と同一価格で販売される。こう

いう荒地の所有者たちは，それによって利潤を

あげ，自分たちの土地の地代をその家畜の価格

に比例してひきあげるのである。」23)

22) 『資本論』，同上書， 254頁
23) スミス「諸国民の富』， 大内•松川共訳， 岩波

文庫本，第2分冊， 16頁

（五）

前節にみたアイリーン・パウアーやマルクス

の見解は， 18世紀のイギリス社会，とりわけそ

の農村社会が， ヨーロッパ諸国の中でなぜ最も

早い時期に資本家的生産様式の支配的な社会へ

と移行したか，という理由を説明する，きわめ

て重大な要因の 1つを明らかにするように思え

る。これに反して，同じ時期のフランスはどう

であったか。

アンドレ・ J・ブールド著『18世紀のフラ

ンスにおける農学と農学者たち』 (ANDREJ.

BoURDE, Agronomie et agronomes en 

France au XVIII siecle, 1967) は，上・

中・下の 3巻からなる浩潮な書物であり，表題

の教えるように， 「18世紀のフランスにおけ

る」，つまり，隣国イギリスがその所謂「農業

革命」を達成しつつあったその同じ時期のフラ

ンスにおける， 「農学と農学者たち」に関する

研究書である。同書第XI章第B節「羊とく羊毛
キュルチュール

の栽培＞」の第 1項の A,「18世紀前半期に

おける飼育の伝統」は，コルベールによる外国

の優良品種の輸入，特権的毛織物工場の創設や

保護などについて述べたあと，次のように続け

ている。

「（然し）コルベールの政府によるスペイン

やイギリスなどの外国種の羊の輸入は，期待さ

れた成果をあげなかった。不充分にしか世話し

て貰えず，彼らに適合しない放牧地に苦しめら

れて，それらの羊の大部分は，非業の死をとげ

たり，退化したりした。然し，南部の諸州では

ある種の改良が行なわれ，その結果，コルベー

ルによって創設された諸工場に， 1682年におけ

るこの大臣の死亡時までは，存続することを許

した。（けれども，）コルベール以後は，羊毛の

- 11 -
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生産と取引が服せしめられていた規則や拘束，
コンセイユ

及び顧問会議による 2法令 (1699年1月2日

と 1737年5月7日）によって導入された諸制

限が， ＜到る処で失望を抱かせた。〉これらの

諸制限の結果は，羊の飼育に，古い農村経済時

代のその伝統的な性格を再び付与した。 ＜農業

者たちは，危険が利益を相殺すると考えて，彼

らの羊からの羊毛を 1つの臨時収入としか見倣

さず，羊の飼育に 2つの目的をしか与えなかっ

た。すなわちその目的の 1つは， 彼らの羊群
パルク

を，移動柵を用いてその耕地に施肥すること

と，堆肥を豊富に手に入れる目的で彼らの藁を

家畜舎内で消費することとに，利用するという

こと。もう 1つの目的は，これらの同じ家畜を

肉屋に売るのに適した年齢になるまでの間肥育

することである。大部分の人々は牡羊の選択を

なおざりにし，その羊の群の中にどんな種類の

羊が交っていようと，＜無差別に見とれた。〉

かくして，国家的スケールでの羊群の改良と

増殖との最初の試みは終った。 ＜人々はそれぞ

れの州で，いや同じ州の様々な地域でさえ，そ

の記憶が伝説によって依然としてなお保存され

ていたところの古い制度を， 再び取戻した。〉

そして，羊毛の生産は，何らの改良の配慮なし

に因習に委ねられ，耕作者たちの関心をとりわ

け惹いたのは，羊群のもつ堆肥の生産者として

の効能であった。 18世紀初期の農業者たちにと

って，羊群はそれ自体として配慮に値するもの

ではなもただそれが， ＜耕作〉の必要欠くべ

からざる支持物である限りにおいてのみ関心を

払われるにすぎなかった。事実，肉，乳製品，

皮革，ないし羊毛の生産は，羊群の維持を，た

だそれだけで正当付けるに充分な程度に利益の

あるものとは思わせなかった。大部分の経営に

おいて，基本的に重要なものは，耕作であり，

第 44巻第4• 5 • 6号

穀物の生産である。したがって羊群は，力（牛）

や肥料（牛及び羊）の貯蔵庫でしかない。

肥料の生産者というこうした役割こそは， リ

ジェル (Liger)やショメル (Chomel)が，

いやデュアメル・デュ・モンソー (Duhamel

du Monceau) さえもが， betes blanches 

(betes a laine と呼ばれるのはもっと後であ

る）の群に割当てた役割である。」24)

同じ（B)節の「フランスの羊に関する一般

的考察」と題する項には，さらに，われわれに

とって極めて興味深い次のような事実が指摘さ

れている。

「フランスでの羊群の大きさ，換言すれば羊

飼を 1人従事させるのに足るだけの羊の頭数

は， 150-600頭である。 この頭数以上になる

と，例えば，時として 1,500頭にもなりうるよ

うな（但しこうした例は稀）諸共同体の大規模

な羊群については，数人の羊飼が必要になる。

さまざまな地域でのこうした羊群の駆りた

て，つまり所有地の広さに比例した駆り出せる

羊の頭数は， 規則によって決っている。例え
シヤ‘)ユ―

ば，タラスコンでは梨当りに60頭の割で，

羊群を放牧地 (paturage)に導くことが認めら

れていた。プルゴーニュの高等法院の法令は，

土地のジュールナル当りに牝羊 1頭と仔羊1頭

を定めている。パリの高等法院の或る一般規則

ではアルパン当りに 1頭。然し，地区の状況，

放牧地の性質や豊富さの如何に応じて，種々の

変更が加えられることがありえたし，そうした

変更は下級の裁判所によっって調整された。フ

ランスには，大家畜の放牧地から羊群が締め出

されている優良牧草地の地方 (lespays d'-

herbages) はさて措いて， （イギリスにおけ

24) アンドレ・ J・プールド， 前出書， pp.796一
798 
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るように）大家畜と小家畜との相互の頭数に関

して守られねばならない比率はない。」25)

そして， この引用文中の 「大家畜」 (gros

betail) という用語につけられた次のような

注。

「注。 （牛の飼育の衰微を喰い止める目的

で）その羊の頭数に比例した一定の頭数の大家

畜を飼育せねばならぬというイギリス農業者の

義務。 フランスでは， 逆に，優良牧草地 (les

herbages)は，羊の犠牲において専ら有角獣

に振り向けられており， ＜羊に対するわが国人

の無関心さは，イギリス人の熱意と熱心が度を

過ごしているのと同様に大きい。〉出典， Car-

lier, Traite, I, p. 196.」26)

以って，羊の飼育に寄せるフランス人とイギ

リス人の態度の違いを知ることが出来よう。

なお，この earlierなる人物は， 牧羊に関

するその匿名の論文『プランシュヴィル氏の覚

え書』 (Memoirede M. de Blancheville), 

ー一正確なタイトルとしては『羊の良い種類を

確立させる方策に関する考察』 (Considera-

tions sur les moyens de l'etablir les 

bonnes especes de betes a Jaine)一に対

して， 1752年にアミアンのアカデミーから授

賞された， クロード・カルリエ司祭 (l'abbe

Claude earlier, 1725ー 1787)である。また，

Traiteとは同司祭の著書『牧羊提要』 (Trai-

te des betes a laine OU methodes d'ele-
ver et de gouverner les troupeaux aux 

champs et a la bergerie, Paris, 1770) の

略記である。彼のこの『覚え書』は，やがてア

ミアンで印刷され， 1755年及び1762年にバリ

で再印刷された。 「羊毛の問題に最も多くの論

25) アンドレ・ J・プールド，前出書， p.819 
26) アンドレ・ J・プールド，前出書， p.819 

文を遺している専門家。 Journaldes Savants 

誌や Journalde Physique誌に多数の論文。

その大部分がこの章で利用されている羊に関す

る多数の概論書。」27)と紹介されている。

（六）

尤も，牛，あるいは馬などの特定種類の家畜

に牧草地を排他的に割当てることは，必らずし

もフランスに限らず，イギリスにおいてもまた

見られた現象であったようである。 C•S ・オ

ーウイン著，三沢嶽郎訳， 『イギリス農業発達

史』（日本評論社，昭和33年）は，共同まぐさ

地 (thegrass commons)に関して，

「或る地方では特定の家畜の種類のために，

さまざまな共同まぐさ地を割当てるのが習慣と

なった。その最も一般的で，いまなお見ること

のできる一一それを使用する権利は到る所でほ

とんど停止されているとはいえ―ものは，牛

の共同まぐさ地 (thecow commons) であ

った。また馬の共同まぐさ地 (horsecom-

mons) もあり， そのいくつかは，普通は質的

に貧弱なものであったが，鵞鳥のためにとって

おかれた。」28)

と述べている。

然し，それにも拘わらず，フランスにおける

牧草地の取り扱いは，イギリスにおけるそれに

較べて，やはり格段に厳しかったように思われ

る。そもそも，牧草地の存在それ自体が，フラ

ンスでは，イギリスに較べてずっと限られてい

た。このことは， アーサー・ヤングの『フラ

ンス旅行記』 (ARTHURYouNG, Travels in 

France. 正確には Travels during the 

27) アンドレ・ J・ブールド，前出書， p.813 
28) C • S •オーウィン，前出書， 20ー21頁
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years 1787, 1788, and 1789.）の第2部第 13

章「フランスの羊について」の次のような 1節

によって，充分に納得することが出来る。

「われわれのイギリスにも質の悪い羊毛は沢

山あるが，フランス人はもっともっと沢山それ

をもっている。そして彼らは，この農業経済部

門を，あたかも彼らが殆んどすべてのそれ以外

の部門をそうしたのと同様に管理したように思

われる。ルーション地方はフランスの一部と云

うよりも，むしろスペインの一部であり， した

がって，そこで良質の羊毛を産み出しているの

はスペインの血である。そしてフランドルはオ

ーストリアの 1州である。かくして，固有の意

味でのフランスは，その誇りうるものとしてベ

リィ州の羊毛だけしかもっていないし，而もそ

のことは，この小さな州の小部分においてのみ

である。王国の残余の部分に関して云えば，そ

の羊の飼育法は，考えうる限りの最も言語道断

である。

私のノートによると，冬期に羊は，私の考え

によると到る処で飢え死にする，ょうに思われ

る。すなわち，藁で養われる。なぜなら，冬期

用の，その目的のためにわざわざ栽培した作物

によって得られる緑の飼料を用意するというや

り方，イギリスの秀れた農業者であれば誰1人

として嘗つて取り止めたことのないやり方は，

フランスでは，王国の端から端まで，全く知ら

れていない。その結果は，貧弱な羊毛生産量，

質の悪い羊毛，そして，本来なら 100頭を飼育

すべきところに 1頭しか飼育されていないとい

う事実である。それ故にまた，あらゆる種類の

羊毛の店大な量の輸入が必要であり， もっと悪

いことには，農業の全部門がその被害に苦しむ

ところの，王国の 20分の 18の地域における羊

の不足である。そして，肉はパンよりもずっと

第44巻第4.5.5号

ずっと高価であり，貧乏人はそれを買うことが

できない。」29)

また，時代は少し新しく 19世紀半ばの資料

だが， 1866年の農業調査のアルザス編からの以

下のような文章以上に適切に，フランスにおけ

る牧草地の不足を立証するものはないだろう。

「一方でバ・ラン県が耕地100ヘクタール当

りに 64頭の牛を数え，そしてオー・ラン県が

53頭を数えるのに， イギリスでは38頭でしか

ないということが，最も新らしい統計を比較し

て確認されるとは，少なからず驚かされる。け

れども，この優越性は外見だけである。イギリ

スの牛は全部が乳牛や肉牛から構成されてい

る。アルザスでは，それに反して，家畜の相当

な部分，おそらくは1/4が，役畜として飼われ

ている。最後に，イギリスの牛の 2頭がアルザ

スのそれの 3頭分の値打ちがあると評価でき

る。いやそれ以上のことがある。イギリスは，

そうした牛のほかに，耕地及び牧草地の 100ヘ

クター）レ当りに 168頭の羊を飼っているが，バ

ー・ラン県は17頭，オー・ラン県は20頭にす

ぎないし，さらになおこの羊がイギリスの羊よ

り目方が軽い。海の向うのわが隣国のこうした

優越性は何が原因なのか？ その耕作組織にか

？ 彼らの能力にか？ 疑いもなく，そこには

彼らの技術が相当大きな役割を占めている。然

し，彼らがその牧草と多数の家畜を養ったりそ

れを改良したりする可能性を負うのは，とりわ

け，彼らの国の湿潤な気候，彼らの国の土地の

性質，彼らの国の濃霧にである。アルザスは同

じような条件をもっていないし，他のすべての

条件が等しいなら，彼らもイギリス人と全く同

じようにやるだろうと主張しても，アルザスの

29) アーサー・ヤング，前出書， p.430. なお，同
書の HenriSeeによる仏訳本では pp.776ー 7
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農業者たちの能力を臆測しすぎるとは信じられ

ない。」30)

さらに，フランスにおける牧草地のあり方を

具体的に教えるものとして，グーベールによる

ボーヴェジ地方の牧草地についての記述をあげ

ておく。それが如何に貴重な存在であったか

を，この記述は如実に教えてくれるであろうか

ら。

「専ら羊だけに振向けられていた刈跡地共同

放牧 (lavaine pature)を別にすると， 3種

の牧草地 (paturages)が南部ボーヴェジで牛

に向けて提供されていた。

川や小川に沿って，個人所有の小牧草地

(des pres) が長々と伸びており，その全部が

教区や部落のく草場► (la prairie) を構成し

ていた。それらの小牧草地は， ＜小溝をつけら

れ►, 灌漑され， 堀をめぐらし，モグラ塚を取

り払われており， しばしば極めて丁寧な管理を

うけている。家畜はそこに，地域によって変る

が，明確に定められた期間内だけしか近寄らな

い。慣習法は，開放と禁止の一般的な日付を決

定することを明白に拒否している。それぞれの

地片， ないしはそれぞれの地片グループが，

く生垣〉で囲饒されている。草地の役割は，と

りわけ稼を供給することにあり，それらの秤は

7月末に収穫され，それぞれが 12ないし 15ボ

ーヴェ重量リーヴルの束に結束される。 7月な

いし 9月に，家畜はそれらの小牧草地内にく入

る〉。但しわれわれは， 豚と羊は決してそこに

立入らないことを知っている。一般に， 3月15

日に立入禁止が宣告される。 この型の牧草地

は，高く評価されており，極めて高い値段で売

30) 1866年のフランス『農業アンケート』のアルザ

ス編，本誌第44巻，第 2• 3号所収の「資料」参
照。

られる。同じ面積及び同じ品質の場合，少くと

も耕地の 3倍の値段。……

第2のカテゴリの牧草地は，少くとも前者と

同じ位に求められ，その位置によって特微づけ

られている。すなわち，家々のグループ，村落

ないし部落の近傍に所在する。この種の牧草地

は，そのすべてが生垣で囲続され， しばしばリ

ンゴ樹を植えられており，秀れてブレー地方

(le Bray)の牧草地であり，今日の優良牧草

地 (herbages) の先祖である。それは共同体

的放牧を完全に免れており，その土地の所有者

か小作人かの家畜によってしか，その草を喰ま

れない。沢山のこの種の牧草地が小農民，少＜

とも <haricotiers}31)の所有に属している。こ

の種の牧草地は，ノルマンデイとボーヴェジと

の間の古くからの境界であるエフ゜卜川に近づく

につれて，次第に益々その数を増す。これらの

牧草地は，その呼称それ自体によってかなりに

良く顕らかにされるように， 3種の起源をもっ

ているように思われる。原則として，＜今は

人の住んでいないあばら屋► (masures non 

amasees)は，嘗つては家々が建てられてい

た＜空地〉を現わす。それは， 従って，輪作

の強制を免れている。人々はそれを， 殆んど

常に，＜植込みと草地► (plant et paturages) 

に変えたのである。園地 (lescourtils ou 

jardins) もまた囲続されており， ボーヴェジ

地方南部では，北部では知られていない程の規

模をもっている。 （北部におけるように）半ミ

ーン32)の広さではなく， 3,4, 5ミーン，すな

31) 1組以上の役畜を所有している裕福な農民であ
るラプルールと，貧農である manouvrierとの

中間の階層を，この地方ではこのように呼んでい
た。

32) mineとは旧制度のフランスの容積単位（約78

リットル）である。播種量による面積の表示であ
ろう。
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わち 1ヘクタール半近くの広さのあるものさえ

見られる。藁ぶき家の隣りに野菜畑と麻畑，そ

こからもう少し離れたところに小牧草地とリン

ゴ園，これが，ブレー地方の部落の周辺にみら

れる，半ばノルマンディ風の景観である。 17世

紀の地籍図と 18世紀のそれとの比較検討は，

牧草地が園地から出発して増えていることの論

証に導く。きわめて頻繁に，園地に接する土地

片がそれに合体され，それを囲込まれた牧草地

に変えていったに相違ない。……

ブレー地方でくcoustumes► と呼ばれている

共有地 (lescommunaux)が，牧草地の最後

のカテゴリーを構成する。その並々ならぬ広さ

とその利用の共同体的性質とがその価値をな

す。なぜなら， これらのく共有地〉のすべて

は，質の乏った土地にしか拡がっていないから

である。……こうした数多くの広大な共有地の

主たる利益は，その殆んど無料であることであ

る。一枡の燕麦， 数ソルと評価された一羽の

く焼きめんどり ►,そうしたものが，大部分の共

有地を利用するために土地所有者である領主に

納めれば足りる年々の賦課であった。」33)

（七）

次に，アンドレ• J・プルードの前出『18世

紀のフランスにおける農学と農学者たち』の第

XI章第B節第皿項， 「カルリエの大調査と毛織

物工業の問題」に拠って，フランスの北半分の

諸地方 (Franceseptentrionale)における，

18世紀末の牧羊業の状態を概観しておこう。カ

ルリエは財務総監ベルタンの命をうけてフラン

スの諸地方を視察して廻り， 1762年から 1766

年にかけての牧羊業，羊毛商業，及び毛織物工

33) グーベール，前出書， pp.115-117 

第44巻第4.5. 6号

業の状態に関する貴重な記録を遺しているが，

この項の叙述は，主としてこのカルリエの報告

を基礎にしたものである。

なお，フランスの北半分を占めるこれらの

地方での羊の飼育にとって， 最大の問題は，

いわゆる移牧 (transhumance)によって夏

期を山岳部の放牧地で過す南半分のフランス

(France meridionale)のそれとは違って，

夏の飼料をどうするかということであった。そ

こに穀物が生えている夏の終りまでの間，畑に

は家畜の立ち入りが禁じられるわけであり，そ

の間，あまりにも不充分な牧草地だけによって

その飼料をまかなわねばならない。北半分のフ

ランスの羊にとって，夏こそはまさに飢餓の時

期 (laperiode de disette)であった。 これ

に反して， 「羊たちは，飼料の可能性がヨリ大

きいために，冬季には， ヨリ良い暮しをし苦し

むことはヨリ少ない。」34)

「ポワトウ地方。ポワトゥ地方は羊の飼育に

基礎をおいた活澄な商業（モンモリオン及びシ

ュレーの両市場）の中心である。この地方は，

隣接の諸州であるボルドレ，ツーレーヌ，サン

トンジュ，プルターニュ，メーヌ，及びノルマ

ンディの一部にむけての子羊の供給者であり，

同様にまた，オルレアネ地方の肉屋やイル・ド

・フランス地方の商人たちに肉を供給する。最

良の羊毛がそれをヴィル町産の羅紗に織りあげ

るノルマンディ人にむけて販売される。……

プルターニュ地方。プルターニュ地方の人々

は，好んで牛，牝牛及び去勢しない牡牛の方を

向いており， ＜彼らの羊の飼育にあまり熱心で

はなく，羊は彼らに可能なままの生活を送って

いる。＞若干の村々は，羊を， それが牛に被害

を与えることを危惧して，共有地から排除して

34) アンドレ・ J・プールド，前出書， p.840 
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しヽる。 ・・・・・・

メーヌ地方及びアンジュー地方。これは，麦

ないし燕麦，バターないしは約束によるその他

の食料品，あるいは賦役によることさえある若

千の賦課の支払いを代償に，その周辺に住む人

々にそこで家畜に草喰みさせることを許す，土

地領主ないしは個人の所有に属する，荒野や放

牧地が一ぱいある，囲続耕地の地方である。地

方による変動はあるが，この地方における羊の

頭数は多く，羊毛工業は重要である。……

ペリィ地方及びツーレーヌ地方。ツーレーヌ

地方は，羊毛を目的とした羊の飼育と（アンボ

ワーズ及びサン・テナンのそれは別にした）製

造業に関して深刻な衰退状態にあるが，ベリィ

地方は，逆に，最も重要な生産の中心地の 1つ

である。羊は，ベリィ地方においては，休閑地

ないしは播種前の畑での放牧のほかに，子羊か

ら肥育羊に至るまでの，単なる羊飼育から牝羊

や子羊だけの飼育に至るまでの，あらゆる飼育

を行なうことが可能であるところの， 広大な

"brandes", "brennes", ないしは “varen-

nes"を見出す。……ベリィ地方で産出された

羊毛の僅かに 1/5だけが現地で消費され，残余

は，オルレアン，ノルマンディ， シャンパーニ

ュ，ビカルディ，及びフランドルの商人たちに

よって買取られる。……ベリィ地方は，それゆ

ぇ，羊毛生産の，とりわけ移出の見地からみて

の重要な中心地である。……

ソローニュ地方とガティネ地方。ソローニュ

地方では，この地方がそれで一ぱいになってい

る荒れたままの未墾地やヒース地の中にある，

羊にとっては好都合な，が然し不充分な放牧地

が，規模の大きな飼育を可能にする。土地所有

者たちは，然し，彼らの子羊の大部分を，ロワ

ール河谷地方，ボース地方，およびガティネ地

方の飼育者に売却する。こうした定数以上の羊

の商業は，ソローニュ地方の経済の 1つの活澄

で重要な要素であって，間に多数の中間業者が

従事する。……

ボース地方とペルシュ地方。ソローニュ地方

やガティネ地方とは反対に，ボース地方は，耕

作者たちが， ＜収穫物を取入れる世話と，放牧

地や飼料がそれを養うことを可能にする限り出

来るだけ多くの羊を飼う世話との間に，……そ

の身を平等に合け合っている ►,飼育の地方で

ある。品種は，ここではその数が多くバラエテ

ィに富んでおり，羊毛の質は劣る。……

シャンパーニュ地方とプリ地方。シャンパー

ニュ地方とブリ地方では，耕作地，牧草地， ヒ

ース地の広さが，多数の羊群の飼育を容易にし

ている。……200頭ないし 1,000頭からなる強

大な羊群（それを構成するそれぞれの部分はそ

の所有者の保有地面積に比例している）が， シ

ャンパーニュ地方（レテル，モン・コルネ・ア

ン・ティエラーシュ，スイップ，マシォール，

ジョワンヴィル）， 及びプリ地方（クレシィ，

ポンポンヌ，クーロミェ）の多数の市における

活澄な商業の対象である。プリ地方の羊毛は，

モー，クレミィ，ラニィ，ロゾン，ナンジィ，

プリ，コント・ロベー）レ，及びムランの倉庫を

経由して， ピ カルディ地方，）レアン， アミアン

及びボーヴェにむけて移出される。シャンパー

ニュ地方は，これに反して，この地方をして第

ー級の重要性をもった地方たらしめている毛織

物工場の数と質とによって重要である。これら

の工場は，中および並質の地方産羊毛と，スペ

イン，ベリィ及びソローニュ， ドフィーネ及び

プルゴーニュ，プルボネ，フランシュ・コンテ

及びアルデンヌから運ばれて来た上質の羊毛を

利用する。……

- 17 -
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ノルマンディ地方。この地方は豊かな牧畜地

方であるが，そのきわめて重要な製造工場をま

かなうに充分なだけの羊毛も，充分なだけの上

質の羊毛も， 自ら生産することから程遠い。

若干の地方は， ボワトゥ， フランドル， ェー

ノウ，及びアルトワから移入された痩せた家畜

を，食肉用に肥育することに専門化している。

ォージュ地方やコウ地方がそうである。肥沃な

牧草地や優良牧草地のほかに，それでもなお不

充分なので， ＜耕作者たちは，肥育用及び飼料

用の牧草地の不足分を，大麦や燕麦の穀粒にク

ローバーの種子を交ぜて耕地に播種することに

よって補う。これらのクローバーは，大麦や燕

麦が刈取られて持去られた後に生え，羊にそれ

をどの程度の量まで喰べさせるかに応じて，飼

料ないしは肥育に役立つ栽培牧草地を形成す

る。〉・・・・・・

ピカルディ地方。ヒ゜カルディ地方は，羊群の

飼育及び羊毛の生産の見地からみて特別に興味

のある州であるが，同時にまた重要な織物工業

の中心地である。……耕作者は，カントンの異

なるに応じて， 200頭から 1,000頭にもにのぼ

る大きな羊群に結集され，とりわけ羊毛の生産

に従事する。ノルマンディ地方とは逆に，肥育

に専門化した地域は存在しない。」35)

（八）

同じ羊でも，南部フランスを含む南部ヨーロ

ッパー帯の羊の飼育は，前にみたイギリスや北

部フランスにおけるものとは全く異った影響

を，その地域の農業や社会の構造に与える。然

し，この地域の牧羊業を考察する際に常に登場

35) アンドレ・ J・プールド， 前出書， pp. 841一
853 

第44巻第4.5.5号

する，スペインのいわゆるメスタ (mesta)に

関しては，それに関する記述が多くの書物36)に

見られるので，ここでは取上げない。

南部フランスの牧羊業については， 差し当

り，マルク・ブロック著，河野健ニ・飯沼二郎

訳，『フランス農村史の基本性格』（創文社，昭

和34年）からの次のような引用で充分であろ

う。

「プロヴァンスでは，太古から，家畜移動が

行なわれていた。 しかし 13世紀以後， 毛織物

業の進展と食肉を必要とする都市の発達とのた

めに，この千年来の慣行の経済的重要性は増す

ばかりであった。家畜群はたいてい，家畜を所

有するか，あるいはそれを請負った富裕な人々

によって形成された。春には，耕作者が，非常

にきびしい罰のもとに，耕地の中にあけておか

ねばならなかった広い急造道路一―-「カレー

ル」 carreires—ーにそって，家畜群は，周囲に

もうもうたるほこりをたてながら，高地の放牧

場に上って行った。このほこりにちなんで，家

畜に課せられた通行税は「塵埃税」 pulverage

という絵画的な名前でよばれた。秋になると，

この家畜群は再びくだってきた。そしてそのと

き，かれらは収穫後の耕地に分散した。なぜな

ら，大牧羊業者は，共同放牧を利用していたか

らである。かれらは，ある場合には，自らその

土地の出身であって，住民として放牧権をもっ

ていたし，またある場合には，借金を負った共

同体や，さらにひんぱんには農民の抗議にもか

かわらず金に困っている領主から，放牧権を賃

借していた。こうして，かつては小集団の各成

員に，生活に不可欠の家畜飼養を保証するため

36) 例えばB.H・スリッヘル・ファン・バートの

『西ヨーロッパ農業発達史』の207頁から 209頁を

参照。
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に考えだされたこの古風な慣行は，今や少数の

大牧羊業者一ーサロンの大牧羊業者が自称した

ところによれば，＜高貴にして思慮深き人々〉

ー一の利益に奉仕するようになり，かれらの羊

がすべてを食いつくした。耕作者は耕地の形の

おかげで，かれら自身の刈跡で十分家畜の放牧

をつづけることができたし，その上，荒蕪地か

ら十分な草の補充がえられたので， もはやかれ

らの財産を移動家畜のおそるべき歯牙にかける

に役立つにすぎない共同放牧を廃止した。プロ

ヴァンスにおける古い共同放牧制度の廃止は，

資本家にたいする小生産者の闘争と同時に，牧

羊業者に対する耕作者の果てしない闘争＿あ

るいは，遊牧者に対する定住者の闘争というこ

ともできるだろう—―ー，の 1 つのエヒ°ソードで

あった。」35)

「古い慣行の制限にたいする真の反対は，ぃ

ちじるしく有力な階層から，すなわち大牧羊業

者，＜ヌリギェ〉 nourriguiersから現われた。

たとえばサロンでは，ほかならぬかれかが，本

来の顧客ともいうべき肉屋に支持されて，自治

体がその領主であるアルルの大司教から耕地共

同放牧の全廃をみとめられたのち，数年にわた

って改革の実施をさまたげたのであった」38)

37) マルク・プロック，前出書， 279頁
38) マルク・ブロック，前出書， 278頁

なお，フェルナン・ブローデルとエルネスト

・ラブルース監修の『フランス社会経済史』第

三巻第二分冊 (FERNANDBRAUDEL et ERNEST 

LABROUSE, Histoire economique et sociale 

de la France, tome III, second volume) 

は，フランスの羊について次のように述べてい

る。

「羊は，西部，北部及び東部，ヴォージュ山

脈からオート・アルプ地方にかけては比較的に

まばらに存在したが， パリ盆地， 中部山岳地

帯，及びランド地方からラングドッグ及びプロ

ヴァンスにかけての南部フランス全体に， とり

わけ多数であった。地中海沿岸諸地方では，こ

の家畜の飼育は，牧草地を焼き殺す夏季の乾燥

のために， 山岳部と密接に結びついていた。

牧動牧畜が， 夏季にはロゼールの山々に登る

300,000頭の羊を下・ラングドックに，南部ア

ルプスを占領する 500,000頭を下・プロヴァン

スに，移動させる。それは，山麓の受入れ地方

に，見張りの費用や牧養場の賃貸料とかの金銭

での収入や， ライ麦の栽培に不可欠のく移動柵

の夜々〉によってもたらされる肥料やをもたら

す。このくフランス版メスタ〉は， この世紀の

中葉にその最盛期を経験した。」39)

39) 前出『フランス社会経済史』第三巻，第二分冊
700頁
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